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       新興感染症の回復者からの血漿の採取体制の構築に向けた研究 

 
  研究分担者 室井 一男 日本赤十字社関東甲信越ブロック血液センター長 

 新興感染症の回復者からの血漿採取に当たり、事前検査採血、
本検査採血、血漿採取、採取した血漿の保管に関する流れと
必要な消耗品を明らかにした。 

 

 
   Ｄ．考察 

事前検査採血、本検査採血、血漿採取は、医
療施設で対応し、日赤で行う検査は、輸血検
査、感染症検査、ALTに特化することによって、
無理なく一連の流れが進むと思われる。日赤
では、採取した血漿をGMP外の基準で保管 
することになる。 
 
Ｅ．結論 
 新興感染症の回復者からの血漿の採取と 
採取された血漿の保管は、実行可能である。 
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省略  

Ａ．研究目的 
       新興感染症の回復者からの血漿採取  

に当たり、事前検査採血、本検査採血、  
血漿採取、採取した血漿の保管に関す 
る流れと必要な消耗品を明らかにする。 

 
       Ｂ．研究方法 
       日本赤十社では、委託事業として、 

医療施設で患者から採血された自己血   
の保管・管理を行っている。この委託  

   事業を参考に、上記の目的に合致した   
流れと必要な消耗品を明らかにする。 

      （倫理面への配慮） 
      各種倫理指針に抵触しない。 
 
       Ｃ．研究結果 
        事前検査採血、本検査採血、血漿採  

取は、医療施設で行われることを前提   
とした。必要な消耗品は、貼付するラ   
ベルであった。検査用採血管に貼付す 
るラベルは、二次元バーコード付きと 
した。採取された血漿バッグに貼付する 
ラベルは、二次元バーコード付きで、 
ABO血液型別に色分けされたものとした。 
採血検体と血漿バッグは、日赤で使わ 
れている輸送容器で日赤に配送される 
ることとした。感染症スクリーニング 
検査、血液型検査、不規則抗体検査、 
経産婦の抗HLA抗体検査、ALTは、日赤 
で検査されることとした。採取した血漿 
は、日赤で保管されることとした。 

 
        

 
 


